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あなたは大丈夫？

　肝炎ウイルスに感染すると慢性的な炎症が繰り返され、肝臓が硬くなり、肝機能も悪化します。進行すると肝硬
変や肝がんの状態になります。早期発見のため検診を受診しましょう。

肝炎を引き起こすウイルスには、
A〜E型の５種類があります。い
ずれも血液や体液によって感染
します。感染を放置しておくと、
やがて肝硬変や肝がんを発症す
る危険性が高まります。

肝炎ウイルス検診（B 型・C 型肝炎）
申し込みを受け付けます

●対象　

●とき・ところ

●負担金　　無料

●申込期間　５月６日㈭〜５月 21日㈮
　　　　　　※申込者には、受診票が届きます

●問合せ　燕市保健センター　
　　　　　☎︎ 0256・93・5461

知っていますか？ ウイルス性肝炎のコト
Q ウイルスの種類は？ Q 検査は必要？Q 肝炎の症状は？

熱や痛みなどの症状はほとんど
ありません。肝臓は沈黙の臓器
とも言われています。知らない
間に症状が進行してしまい、肝
がんなど命に関わる病気になっ
てしまうことがあります。

通常の健康診断で行う肝機能検
査とは違う検査で、採血は1回
で済みます。肝炎ウイルスに感
染しているかは検査でしか分か
りません。一生に一度は受ける
必要のある検査です。

肝炎ウイルスに感染することで肝臓の細胞が壊れていく病気です

ウイルス性肝炎は早期発見・
適切な予防で悪化を防ぐこと
ができる病気です。飲み薬で
治療することもできます。

ウイルス性肝炎

40歳以上（生年月日が昭和57年３月31日以前の人）で
過去に一度も肝炎ウイルス検診を受けたことのない人

７月５日㈪・６日㈫ 吉田産業会館
７月８日㈭ 分水公民館

８月６日㈮・７日㈯ 中央公民館

検査は県内の保健所および県内 34病院でも無料で受けられます。検査の対象者、検査日が決まっています。詳し
くは、三条保健所☎︎ 0256・34・8120 へお問い合わせください。
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日本人がかかる肝がんの約8
割が、B型肝炎・C型肝炎が
原因といわれています。
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在宅介護保険サービス利用者負担軽減事業、紙おむつ支給事業、訪問理美容サービス助成事業、配食サービ
ス事業、寝具乾燥サービス事業、福祉タクシー介護料金助成事業、在宅介護手当支給事業

●その他、要介護認定を受けた人は下記のサービスもあります。詳しくは、要介護認定後に届く
介護保険被保険者証に同封の【高齢者福祉サービスのお知らせ】をご覧ください。
●身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａの交付を受けている人が利用できるサービスもあります。
市ホームページで確認いただくかお問い合わせください。
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問合せ
●長寿福祉課 長寿福祉係（市役所１階 27 番窓口） …
●地域包括支援センターおおまがり ……………………

（担当地区：西燕町、桜町、秋葉町二丁目〜四丁目、水道町、寿町、白山町、廿六木、小池、小池新町、柳山、杉名、杉柳、
道金、八王寺、大曲、緑町）
●地域包括支援センターさわたり ………………………

（担当地区：おおまがり担当地区以外の燕地区）
●吉田地区地域包括支援センター ………………………
●分水地区地域包括支援センター ………………………

緊急通報システム設置事業
急病や災害時などに迅速な対応ができるよう緊急通報装置、人感
センサー、住宅用火災警報器を貸与します。非常時の連絡先・駆
けつけ人として、近くの親戚、知人、民生委員の協力を得て実施
します。
対象　次のいずれかに該当する人
① 65 歳以上のひとり暮らしの人
② 65 歳以上の人で、ほかの家族が病弱または寝たきりなど、ひと
り暮らしと同等と認められる人
利用者負担　◎市民税非課税世帯…月 500 円
　　　　　　◎市民税課税世帯…月 1,000 円

老人日常生活用具給付事業
下記の品目を給付して、在宅での安全を図ります。
◎電磁調理器（１世帯につき１台）
◎自動消火器（１世帯につき２台まで）
◎住宅用火災警報器（１世帯につき２台まで）
対象　65 歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯で、
認知症などにより火の取り扱いに不安がある人
利用者負担　品目や所得により、利用者負担額が異なります。詳
しくは、お問い合わせください。

生活支援短期入所事業
介護保険サービスとは別に短期入所事業（ショートステイ）を実施します。
対象　要支援 • 要介護認定を受けている人、おおむね 65 歳以上の虚弱もしくは認知症などの人
利用日数　①要支援 • 要介護認定者…６カ月につき 21 日間　②介護未認定者…６カ月につき７日間
利用者負担　介護報酬の３割程度
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☎ 0256・77・8175
☎ 0256・61・6165

☎ 0256・62・2900

☎ 0256・94・7676（担当地区：吉田地区）
☎ 0256・97・7113（担当地区：分水地区）

市のホームページはこちら▶︎
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